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■環境リスク情報■                                       2015.03.05 

太陽光発電事業におけるリスクと対策 

 

１．はじめに 

2012年 7月から再生可能エネルギーの固定価格買取制度（以下、固定価格買取制度）がスタートし、

これまで考えられなかったような全くの異業種からの参入が相次ぎました。特に、太陽光発電について

は、収益性の高さと短期間の準備で操業が可能であることから、2014 年 10 月末の時点で全国 73 万件

の設備が大手電力会社に電力を販売できる設備として認定を受けています。 

一方、固定価格買取制度が開始されて約 2年半が経過する中で、全国各地で太陽光発電設備に係わる

自然災害事故や盗難事故などのトラブルが発生しています。今回のレポートでは、これらのトラブル事

例から太陽光発電事業特有のリスクと対策について考察します。 

 

２．太陽光発電システムの普及状況 

「固定価格買取制度」とは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの 5種類の再生可能エネルギー

による電力を全量買い取ることを電力会社に義務付けるものです。特に最初の 3年については、自然エ

ネルギー発電事業者の収益に配慮した買取価格（プレミアム価格）の設定となっています。 

資源エネルギー庁が集計した 2014年 10月末時点のデータによると、固定価格買取制度後の太陽光発

電設備の認定容量1は、住宅用と非住宅用を合わせて累計で約 7,000万 kWとなっています。 

 

図表１ 再生可能エネルギー発電設備の導入状況について（2014年 10月末時点） 

（単位：万kW)

導入容量 認定容量 導入容量 認定容量 導入容量 認定容量 導入容量 認定容量

太陽光（住宅） 96.9 134.1 130.7 134.7 44.3 56.9 271.9 325.7

太陽光（非住宅） 70.4 1,868.0 573.5 4,435.7 461.7 262.2 1,105.6 6,566.9

風力 6.3 79.8 4.7 24.2 8.6 31.0 19.6 135.0

中小水力 0.2 7.1 0.4 22.7 2.6 3.3 3.2 33.1

地熱 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.5

バイオマス※ 3.0 19.4 9.2 137.1 90.8 133.8 103.0 290.3

合計 176.9 2,108.9 718.5 4,755.3 608.0 487.7 1,503.3 7,352.5

※バイオマス発電については、集計方法の継続性を考慮してバイオマス比率を考慮しない数値を掲載しています。

2012年度 2013年度 2014年度（2014年10月末）
制度開始後累計
（2012.7～2014.10）再生可能エネルギー

発電設備の種類

 

 

 

太陽光発電設備の設置までには、住宅用で 2～3 ヶ月、非住宅用で 6～12 ヶ月程度の準備期間が必要

ですが、その他の再生可能エネルギーは、その開発にあたって環境影響評価や地元との調整等により長

い年月2を要するため、認定されている再生エネルギー発電設備は、太陽光が 90％以上を占めています。 

                                                   
1 固定価格買取制度に基づき、経済産業省が再生可能エネルギーの設備面での妥当性を認定したもの。 
2 風力で 4～5年、小水力で 2～3年、バイオマスで 3～4年、地熱で 9～13年程度（出典：コスト等検証委員会報告書） 
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出典：経済産業省 資源エネルギー庁の資料から当社作成 
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ただし、認定を受けても土地や設備を確保できずに取消処分になったケースや、一部の電力会社が設

備の調整能力の不足により、太陽光発電の新たな買取契約を一時保留するなどの混乱もあり、2014 年

度の太陽光の電力の新規認定容量は、2013年度と比べて減少すると見込まれています。 

太陽光発電の設置種別をみると、2012 年当初は住宅用の設置が多く見られましたが、太陽光発電を

「事業」や「投資」と捉える企業が増え、現在はメガソーラー（大規模太陽光発電施設）を中心とした

非住宅用が圧倒的に多くなっています。非住宅用の買取期間は 20年（住宅用で 10年）と長く、計算上

では設備投資を 7～8 年以内に回収できることから、企業の大型設備により非住宅用の建設が一挙に増

加しました。 

 

３．太陽光発電システムの概要 

（１）太陽光発電システムの構成 

基本的な太陽光発電システムは、太陽電池モジュール（以下、太陽光パネル）、接続箱・集電盤、パ

ワーコンディショナ等で構成されています。太陽光パネルで発電された直流電力は、設備ユニット毎の

接続箱を通して、集電盤に集められ、パワーコンディショナを通じて交流電力に変換され、電力会社の

商用系統に送られます。 

ピークカット3や防災用を目的とする際には、発電した電力をいったん蓄えて、ほかの時間に使用する

必要があるため、充放電用の蓄電池を設置します。環境啓発やエネルギー管理を目的として、発電した

電力や日射量等をデータ化したり表示したりする場合は、日射計・外気温計、データ計測装置、表示装

置等を設置する必要があります。 

図表 2 太陽光発電の一般的なシステム構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 ピークカットとは、日単位あるいは年単位で需要の高低差が存在する場合に、高負荷（オンピーク）の部分を低減する
こと。 

出典：環境省地球環境局「地域における再生エネルギー事業の事業評価等に関する手引き（事業者向け）」 

太陽電池モジュール 
（太陽光パネル） 
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図表 3 太陽光発電システムの主要構成要素の概要 

構成要素 概 要 

太陽電池モジュール 

（太陽光パネル） 

複数の太陽電池セル（太陽電池の基本単位）を接続したものを、長期間の使用に耐えるようガラ

スや樹脂を用いて封止し、さらに機械的強度を確保し固定設置するための枠を取り付けたもの。 

接続箱 
目的の電流・電圧が得られるよう太陽電池アレイを構成するために、必要な枚数の太陽電池モジ

ュールをつなぎ込むための端子台を備えた機器。 

集電盤 発電した直流電力をひとつにまとめてパワーコンディショナに供給する装置。 

パワーコンディショナ 
太陽電池からの直流電力を、一般の電気器具で使用可能な交流電力に変換するとともに、商用

系統との連系運転や自動運転を行うのに必要な各種保護・制御機能を備えた装置。 

 

 

（２）太陽光パネルの設置方法 

太陽光パネルは、住宅用では建物の屋上に設置することが一般的ですが、非住宅用はこれ以外に野立

て方式、ソーラーシェアリング方式、水上方式があります。以下、特徴と留意点について説明します。 

① 建物設置方式（屋上・壁面等） 

住宅、工場、ビル等の屋根や壁面などに設置する方法で、最も広く利用されています。設計段階で、

太陽光パネルの重量や風の影響、架台の取り付け方法等を考慮する必要があり、取り付けに制約が掛か

る事例が多くあります。２階建以上の屋根に設置するとメンテナンスが困難になる場合もあります。 

また、建物所有者が自ら太陽光パネルを設置する従来の方法だけではなく、発電事業者が他人の建物

の屋根を借りて太陽光パネルを設置する事例も増えています。この場合、屋根には賃借権を設定できな

いため、民間施設において倒産等により太陽光パネルを設置した建物が処分された場合、第三者に対抗

できないという点に留意する必要があります。 

② 野立て設置方式 

空き地、休耕地、埋立地、堤防、干拓地など、地上に直接太陽光パ

ネルの架台を設置する方法で、事業者が工業団地等の空き地を借りて

設置する場合が多くあります。なお、野立て設置方式は、地面から生

える雑草や野生動物による機器破損、交通量の多い場所では排気ガス

による油分などの影響がメンテナンス上の課題として挙げられます。 

③ ソーラーシェアリング方式 

2013年に、農水省が「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設

備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」を公表し、

農地においても一定の条件の下で、ソーラーシェアリングを行うこ

とが可能となりました。ソーラーシェアリングは、農地に支柱を建

てて、営農を継続するという前提で、農地の上空に太陽光電池を設

置することができます。 

留意すべき点は、3 年ごとに農業委員会で営農を継続しているか

のチェックがあり、営農が行われていない場合や品質や収穫量が著

しく落ち込み、改善が見込まれない場合には、農地の一時転用が認

出典：環境省地球環境局「地域における再生エネルギー事業の事業評価等に関する手引き（事業者向け）」を一部修正 

出典：兵庫県 淡路島環境未来島構想 

出典：品川区 環境情報活動センター 
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められず支柱等の太陽光発電設備を撤去する必要があります。また、支柱脚については、簡易で容易に

撤去できる構造でなければならず、太陽光パネルの取り付け位置も高いため、台風や地震の影響を受け

やすいことが懸念されています。 

④ 水上設置方式 

ため池、農業用池、工業用池、水源池など、太陽光パネル１枚ご

とにフロート（浮体構造物）を水上に浮かせて設置する方法で、2013

年に埼玉県桶川市で国内初のフロート式メガソーラーが稼働しまし

た。水上設置方式の太陽光発電設備は、陸上と比べてフロートのコ

ストがかかる半面、土地の造成が不要なほか、太陽光パネルの温度

上昇が抑えられて発電効率が高くなるメリットがあります。なお、

台風などの影響で太陽光パネルが揺れて浸水する可能性があること

から、フロートの固定方法に技術的な課題を抱えています。 

 

４．太陽光発電事業特有のリスク 

事業者は、事業の立案・企画段階、設計・施工段階、運転（操業・保守）段階のそれぞれにおいて、

太陽光発電事業特有のリスクを抱えており、それらのリスクを評価して対策を講じる必要があります。   

環境省地球環境局が作成した設計・施工段階以降の「太陽光発電事業の主なリスク」は図表 4のとお

りです。 

図表 4 太陽光発電事業の主なリスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（火災や盗難による損害） 

出典：埼玉県桶川市 

 

出典：環境省地球環境局「地域における再生エネルギー事業の事業評価等に関する手引き（事業者向け）一部加筆 

 



 
Copyright ©2015 Ginsen Risk Solutions Co.,Ltd.  All rights reserved. 

 

 5 / 9 

 

これらのうち特にキャッシュフローに影響を与えるのは、「発電量リスク」・「性能リスク」、「火災や

自然災害・盗難等の突発的リスク」と考えられます。再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスター

トし約 2年半を経過していますが、この間に全国各地で太陽光設備に伴う各リスクが顕在化しトラブル

が発生しています。以下、太陽光発電事業者が、ある程度対策が可能なリスクについて説明します。 

（１）火災リスク 

① 太陽光発電設備に係わる火災事故の状況 

東京消防庁の統計によると、太陽光発電設備に係る火災は、太陽電池自体が出火原因のものは少な

く、接続箱やパワーコンディショナ（パワコン）等からの出火が多くなっています。 

図表 5 太陽光発電設備の出火箇所別火災件数 

発生年 太陽電池 接続箱 パワコン その他 

2009年 0 2 0 0 

2010年 0 1 5 1 

2011年 0 1 0 0 

2012年 1 1 5 0 

2013年 0 1 4 2 

2014年 2 2 0 2 

合計 3 8 14 5 

       出典：東京消防庁「太陽光発電設備に係る防火安全対策の検討結果」より作成 

太陽光発電設備には、多くの電子部品、端子、電線が使われており、経年劣化や絶縁不良などに起

因した電気火災が多く発生しています。消防庁消防研究センターがまとめた資料によると、以下の要

因で火災が発生した事例が多く見受けられます。 

・経年劣化・初期不良・取り付け不良 

・太陽光パネルの裏側に落ち葉がたまり、異常過熱による自然発火 

・配線端部の絶縁不良 

・鳥や小動物によるケーブル破損 

・配線が太陽光パネル架台等の金属部に触れたことによる放電 

② 火災リスクへの対策 

これらの要因の中には、設置工事期間中に起こった場合や、出火の直接的な原因が太陽光発電設備

でない場合もありますが、人為的ミスやメンテナンスをきちんと行っていれば防ぐことができたもの

も多くあります。一昔前は、太陽光発電設備はメンテナンスフリーといわれており、現在でも 50kW4

未満の太陽光発電設備には、法定点検の義務が課されていません。しかし、太陽光発電設備が普及し

ていく中で、想定しないトラブルが発生しているのも事実で、50kW未満でも保安協会などの外部機

関を使った自主点検を実施することが望ましいといえます。 

 

（２）自然災害リスク 

① 太陽光発電設備に係わる自然災害による事故の状況 

近年、異常気象から全国各地で自然災害が発生しており、太陽光発電設備にも想定外の被害がおよ

                                                   
4 50kW の発電施設の設置には、およそ 500㎡程度の面積が必要となる。 
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んでいます。主な事例としては、落雷の誘導電流（雷サージ）による設備の損傷、台風や大雪による

架台の変形、集中豪雨や河川の氾濫による浸水被害、地震や津波による倒壊・浸水などが発生してい

ます。各リスクの事故の特徴は、以下のとおりです。 

図表 6 太陽光発電システムの自然災害の特徴 

対象リスク 過去の事故の特徴 

落雷 

NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の統計によると、2005－2008 年度における太陽光設備

の設備事故（調査対象数 2181 件）のうち、76 件が雷被害によるもので、年間被害の約 1～2%を占めて

いる。被害部位は、パワーコンディショナと表示装置に集中し、誘導電流などの非直撃雷によるものが

多く見られる。 

風災 

建物設置方式は、建築基準法で風速60mの強風にも耐えるよう設計されている。ただし、野立て方式で

は、架台の基礎工事が不十分のため、十分な耐風力が確保できず、強風により損傷した事例が見られ

る。 

雪災 

建築基準法施行令第 86条によって、地域ごとの積雪量の基準値が決められており、積雪量に応じた太

陽光パネルの架台と傾斜角度が決められている。ただし、2014年 2月の関東甲信地方の大雪では、太

陽光パネルの上に想定積雪量を超える雪が降り、積雪重量により太陽光パネルや架台が変形した。ま

た、大雪による電力系統の停電を感知したため、パワーコンディショナが停止する事故等が相次いだ。 

雹 

雹等の落下物による衝撃から太陽電池セルを保護するため太陽光パネルの表面は強化ガラスで保護

されており、破損等の事例は確認されていない。ただし、ガラスへの損傷はないものの、太陽光パネル

内の太陽電池セルに肉眼で確認できないほどの微細なクラックが生じることがあり、発電効率の低下に

つながる恐れがある。 

大雨・水災・

土砂災害 

パワーコンディショナの箱体の隙間より雨水が浸入し、電源基盤や制御基盤がショートした事例などが

ある。また、メガソーラーの周辺地域は、排水路の整備が不十分で山間部に設置することもあるため、

浸水や土砂災害等の事例が見られる。 

地震・津波 

太陽光パネルを設置することで屋根にかかる荷重が増加するが、それが原因で地震の際に倒壊した事

例は確認できてない。ただし、直近では東北地方太平洋沖地震（2011 年）を除き、大規模地震が発生し

ていないので、地震による損害についても留意する必要がある。また、津波については、東北地方太平

洋沖地震の津波により、設備が浸水しショートした事例がある。 

  出所：公開情報により当社作成 

② 自然災害リスクへの対策 

 落雷については、パワーコンディショナ等に避雷器を設置し、誘導雷対策を講ずることが望まれま

す。その他の自然災害については、新規の設置時には、各自治体が発行しているハザードマップ等で

ロケーションの自然災害リスクを確認し、設置自体の可否を検討する必要があります。また、損害を

補填するため、リスクファイナンスとしての保険の活用が有効です。 

 

（３）盗難リスク 

① 太陽光発電設備に係わる盗難事故の状況 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートして以降、メガソーラーの建設現場や発電所で

転売を目的とした盗難事故が相次いでいます。太陽光パネルやパワーコンディショナには、それぞれ

に異なるシリアル番号が付けられており、流通や系統連携の際は全て照会される制度になっているも

のの、盗難事故が発生しています。また、太陽光発電で使われるケーブルは、ほぼ銅 100％の高純度

ケーブルのため、高値での売買が期待できるので狙われやすくなっています。過去の盗難事例を見て

も、工事現場だけでなく、稼働中のメガソーラーでも被害が発生しています。 
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図表 7 太陽光発電設備における盗難事例 

場所 時期 状態 被害物件（数量） 被害額 

茨木市水戸市小泉 2012年 07月 23日 稼動中 太陽光パネル（26枚） 260万円 

茨城県ひたちなか市 2013年 03月 09日 建設中 太陽光パネル（138枚） 414万円 

滋賀県新旭町 2014年 07月 04日 稼動中 ケーブル（2.1ｔ・2,000m） 248万円 

滋賀県日野町 2014年 09月 27日 稼動中 ケーブル（7ｔ・3,500m） 350万円 

滋賀県野洲市 
2014年 09月 30日 稼動中 ケーブル（2.6ｔ・650m） 260万円 

2014年 10月 22日 稼動中 ケーブル（300m） 146万円 

滋賀県東近江市 2014年 10月 03日 稼動中 ケーブル（1,370m） 255万円 

滋賀県甲賀市 2014年 10月 14日 稼動中 ケーブル（2,800m） 430万円 

滋賀県彦根市西川町 2014年 10月 17日 稼動中 ケーブル（4ｔ・4,200m） 1,300万円 

滋賀県高島市安曇川町 2014年 10月 22日 稼動中 ケーブル（2,000m） 300万円 

茨城県大子町 2014年 12月 12日 建設中 太陽光パネル（531枚） 2,124万円 

岩手県北上市 2015年 01月 21日 稼動中 ケーブル（1,342m） 100万円 

出所：公開情報により当社作成（WEB検索日 2015年 1月 31日） 

② 盗難リスクへの対策 

メガソーラーは、主に人目のつかない立地で、広大な敷地に建設されています。不審者に侵入され、

太陽光パネルやケーブルが破壊されたり盗まれたりすると、修理費用や新たな購入費用が発生するば

かりでなく、その間の機会損失が発生します。そのため、不審者を近づけさせないための遠隔監視体

制の構築など、防犯体制を一層高めることが望まれます。なお、監視したい場所とカメラの距離が遠

くなるほど映像の質は悪くなり、盗難の抑止効果は弱くなります。 

 

（４）環境・近隣リスク 

① 太陽光発電設備に係わる環境・近隣トラブルの状況 

 火災・自然災害・盗難などによる物的損害以外にも、用地開発や太陽光パネルの設置に伴う訴訟や

賠償請求が発生しています。これらの事案は、当初の対応を誤ると、近隣住民等から訴訟を受けるこ

とが想定され、最悪の場合には事業中断に至る可能性があります。 

図表 8 太陽光発電設備等に係わる訴訟・賠償請求事例 

内容 発生年月 内容 

景観の劣化 

（大分県） 
2015年 1月 

メガソーラーの建設により、景観を破壊され、景観を活用した貸別荘やレストランの営

業妨害にも当たるとして建設差止請求を起こされる。 

反射光 

（神奈川県） 
2010年 11月 

隣家の太陽光パネルによる反射光被害を理由に、同パネルの撤去を求めて家主と

住宅メーカーが訴えられる。（一審の判決では 22 万円の損害賠償が認められたが、

二審では原告の請求を棄却） 

落 雪 

（北関東） 
2014年 2月 

2014年 2月の関東甲信地方の大雪で、太陽光パネルからの落雪が隣家の物置やサ

ンルームの屋根を破壊。 

出所：公開情報により当社作成 
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② 環境・近隣リスクへの対策 

太陽光発電設備を導入する前に、太陽光パネルを設置する場所の周辺環境や法律上の規制について

十分な調査を行う必要があります。特に、太陽光による反射の問題は、特定の場所に集中して設置す

ることで起きます。近隣の住環境に影響を与えないよう、設置場所、設置形態によって反射影響の事

前検討が必要であり、個別の案件ごとにシミュレーションが必要です。空港周辺では、上空の航空機

への反射の影響を避けるため、太陽光パネル表面に防眩ガラスを用いる場合もあります。 

 

５．太陽光発電事業に係わるリスクファイナンス 

前述のとおり、太陽光発電に係わる事故やトラブルが全国各地で発生しています。これらのトラブル

は、予見できないものも多く、自助努力で完全に予防できないことが想定されます。 

そのため、万一、事故やトラブルが起こった場合に備え、損害保険により、リスクの移転を図ること

も対策の 1つとして検討してみる必要があります。現在、損害保険会社では、太陽光発電事業者向けに

①物的損害、②休業損害、③賠償責任を補償する保険を提供しており、法人と個人によって加入できる

保険や補償が異なります。 

図表 9 太陽光発電事業者向けのリスクファイナンス 
【保険】 

対象リスク 補償する損害 
保険商品例 

（上段は法人向け、下段は個人・個人事業主向け） 

① 財物リスク 

（火災・自然災害・盗難等） 

火災、落雷、破裂・爆発、風災・雹災・雪災等の他、その

他偶然な事故により発電設備に生じた物的損害 

企業財産包括保険、動産総合保険 

住宅総合保険、動産総合保険 

 
うち地震 

地震または噴火による火災、損壊・埋没等、破裂・爆発、

水災（津波等）の損害 

地震危険補償特約 

家計地震保険（火災保険の特約） 

② 事業中断リスク 
火災等の事故により発電設備に物的損害が生じた際の

喪失利益や利益減少防止費用 

企業費用・利益総合保険 

― 

③ 賠償責任リスク 

(環境・近隣リスク等) 

発電設備の所有、使用、管理に起因して他人に身体障

害や財物損害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任

を負担することによって被る損害 

企業総合賠償責任保険、施設賠償責任保険 

個人賠償責任保険（火災保険の特約）、 

施設賠償責任保険 

【保険以外のリスクファイナンス】 

対象リスク 支払条件 対応商品例 

④ 日照不足 日照不足により太陽光発電の発電量が減少するリスク 日照時間等を指標とする天候デリバティブ 

出所：各損害保険会社資料から当社作成 

法人向けについては、火災、自然災害・盗難等の財物リスクを企業財産包括保険（地震補償には地

震危険補償特約が必要）、機会損失等の事業中断リスクを企業費用・利益総合保険、環境・近隣リス

ク等の賠償責任リスクを企業総合賠償責任保険等で補償することができます。 

一般的に、地震危険補償特約は、保険会社の引き受け条件が厳しく、保険料も高いことから加入を

見送る事業者も多いといわれていまが、個人の家計地震とは異なり5、実際の損害額を補償できること

から、万一の事故に備えて検討する価値がある保険といえます。 

企業費用・利益総合保険は、自然災害や盗難などにより、発電が中止した場合の収益減少額を補償

                                                   
5 住宅総合保険等に付帯できる家計地震保険は、火災保険金額の 50％を上限に保険金額を設定します。また、家計地震

保険は、通常の火災保険と異なり、実際の損害額が保険金として補償されません。太陽光パネルは、家財でなく建物と見

なされ、建物全体の主要構造部（軸組・基礎・屋根・外壁等）の損害状況によって、「全損」「半壊」「一部損」の認定を

受け、それぞれ地震保険金額の 100％・50％・5％が定額で補償されます。 
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できる保険ですが、これも加入率が低いといわれています。発電による事業採算を安定化させるため

には、ぜひ検討したい保険といえます。 

なお、太陽光パネル製造者向けの保険としては、生産物賠償責任保険（PL 保険）、リコール保険、

業務過誤賠償責任保険（E&O賠償責任保険）等があります。 

 

６．おわりに 

  太陽光発電設備は、メンテナンスフリーといわれていたものの、この 2年半だけで見ても数多くの

事故やトラブルが発生しています。事故やトラブルを防止するためには、事前の十分な調査はもちろ

ん、設備の設置後も日常点検や防犯に備えるための機械警備の導入などが望ましいといえます。 

一方で、予見できない自然災害などの事故に対しては、保険会社が販売している保険商品を活用し

て、リスクを移転することも重要な選択肢のひとつといえます。 

再生可能エネルギーは、温室効果ガスを発生させないエネルギー源であり、また国内産のエネルギ

ーとして地域経済への効果やエネルギー自給への貢献も期待されるエネルギー源です。再生可能エネ

ルギーの普及は、日本経済の成長のためにも不可欠です。本レポートが、太陽光発電事業を運営する

中でご参考となれば幸いです。 

 

【参考文献】 

・資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発電設備の導入状況について（2014年 10月末時点）」 

http://www.enecho.meti.go.jp/notice/news_release/ 

 ・環境省「コスト等検証委員会報告書（2011年 11月）」 

  https://www.env.go.jp/council/06earth/y060-100/mat02_3.pdf 

・東京消防庁「太陽光発電設備に係る防火安全対策の検討結果（2014年 5月）」 

 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-yobouka/sun/index.html 

・環境省地球環境局 低炭素社会推進室「地域における再生可能エネルギー事業の事業性評価等に関

する手引き（事業者向け）～太陽光発電事業編～（2014年 6月）」 

http://www.isep.or.jp/wp-content/uploads/2013/10/140627MoEMannual.pdf 

 ・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）資料「平成 21 年度成果報告書 太

陽光発電システム 雷害の状況・被害低減対策技術の分析・評価などに係わる業務（2010年 9月）」 

  http://www.nedo.go.jp/library/seika/shosai_201009/20100000001151.html  

 

   

 

 

 

 

 

【本レポートに関するお問合せ先】 

銀泉リスクソリューションズ株式会社 保険リスクコンサルティング第二部 森田 充彦 

541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 4-6-14 

Tel : 06-6205-6221    Fax :06-6205-6236    http://www.ginsen-risk.com/ 

＊本レポートは、企業のリスクマネジメントに役立てていただくことを目的としたものであり、 
事案そのものに対する批評その他を意図しているものではありません。 

http://www.enecho.meti.go.jp/notice/news_release/
https://www.env.go.jp/council/06earth/y060-100/mat02_3.pdf
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-yobouka/sun/index.html
http://www.isep.or.jp/wp-content/uploads/2013/10/140627MoEMannual.pdf
http://www.nedo.go.jp/library/seika/shosai_201009/20100000001151.html
http://www.ginsen-risk.com/

